
平
成
二
十
三
年
二
月
十
七
日
提
出

質

問

第

七

四

号

ロ
シ
ア
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
の
国
後
島
訪
問
を
受
け
て
の
外
務
省
内
の
人
事
異
動
等
に
関
す
る
再
質
問

主
意
書

提

出

者

浅

野

貴

博
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ロ
シ
ア
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
の
国
後
島
訪
問
を
受
け
て
の
外
務
省
内
の
人
事
異
動
等
に
関
す
る
再
質
問

主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
七
第
一
五
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

更
迭
の
定
義
如
何
。

二

昨
年
十
二
月
二
十
三
日
、
外
務
省
は
、
河
野
雅
治
駐
ロ
シ
ア
日
本
国
特
命
全
権
大
使
を
更
迭
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
と
承

知
す
る
。
前
回
質
問
主
意
書
で
、
河
野
大
使
を
更
迭
し
よ
う
と
す
る
理
由
は
何
か
、
右
は
、
昨
年
十
一
月
一
日
、
ロ
シ
ア
の

メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
が
国
後
島
を
訪
問
し
た
こ
と
と
関
連
は
あ
る
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
御

指
摘
の
『
更
迭
』
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
尋
ね
の
大
使
の
人
事
に
つ
い
て
は
、
何
ら
決

ま
っ
て
い
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
は
、
河
野
大
使
が
駐
ロ
日
本
国
大
使
の
任
を
解
か
れ
る
、
つ
ま
り
更

迭
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
現
時
点
で
は
確
定
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
。
確
認
を
求
め
る
。

三

政
府
、
外
務
省
と
し
て
、
河
野
大
使
の
後
任
に
原
田
親
仁
駐
チ
ェ
コ
日
本
国
特
命
全
権
大
使
を
充
て
る
と
い
う
人
事
を
検

討
し
て
い
る
事
実
は
あ
る
か
。

四

三
で
、
あ
る
の
な
ら
、
河
野
大
使
の
後
任
と
し
て
原
田
大
使
を
検
討
し
て
い
る
理
由
は
何
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



五

三
の
人
事
案
は
、
北
方
領
土
交
渉
の
前
進
、
北
方
領
土
返
還
の
実
現
、
ひ
い
て
は
日
ロ
関
係
の
発
展
、
そ
し
て
我
が
国
の

国
益
に
資
す
る
も
の
か
。

六

昨
年
十
一
月
一
日
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
に
よ
る
国
後
島
訪
問
に
関
し
、
河
野
大
使
は
じ
め
在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使

館
、
そ
し
て
外
務
本
省
の
小
寺
次
郎
外
務
省
欧
州
局
長
、
岡
野
正
敬
ロ
シ
ア
課
長
は
じ
め
、
外
務
本
省
の
ロ
シ
ア
担
当
者

が
、
十
分
な
情
報
を
収
集
・
分
析
を
し
、
菅
�
人
内
閣
総
理
大
臣
、
前
原
誠
司
外
務
大
臣
に
正
確
な
情
報
を
上
げ
る
こ
と
は

で
き
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
「
前
回
答
弁
書
」
に
あ
る
よ
う
に
、
政
府
と
し
て
「
職
員
の
任
用
に
つ
い
て
は
、
公
正
に

行
わ
れ
る
人
事
評
価
等
に
基
づ
き
、
適
材
適
所
の
観
点
に
立
っ
て
公
正
か
つ
厳
格
に
行
う
必
要
が
あ
る
」
と
認
識
し
て
い
る

の
な
ら
、
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
の
国
後
島
訪
問
に
係
る
情
報
収
集
・
分
析
に
つ
い
て
、
右
の
職
員
に
対
し
、
公
正
な
人

事
評
価
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
外
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


